
事業所名 就労移行支援事業所ウェルビー長崎駅前センター

事業主体
（法人名）

ウェルビー株式会社

担当者 瀨戸　祐太

事業所
所在地

〒850-0051

長崎県長崎市西坂町２−３
長崎駅前第一生命ビルディング7階

営業時間
及び

サービス提供時間

営業日：月火水木金土
休　日：日・祝日
　　　※開所する場合もあります
サービス提供時間
①月火水木土
　10時～16時（開所時間　9時～18時）
②金のみ
　10時～14時（開所時間　9時～18時）

工賃等 無

給食 有　・　無

作業内容

・パソコン訓練
・軽作業訓練
・グループワーク/グループディスカッション
・ビジネスマナー講座
・体力づくり
・オフィスワークシミュレーションなど

定員 ２０名

送迎 有　・　無

対応エリア

スタッフの職種、
人数

諸経費

運営方針
支援内容
特色など

就労移行支援とは、障害者総合支援法に定められた
障害福祉サービスのひとつです。
原則24カ月（2年）の期間、ご利用できます。

ウェルビーは全国に100センター程あり、長崎では
交通の便がよい長崎駅前で2020年10月より支援を
させていただいております。
オフィスを再現したセンターにて、パソコン操作や
電話対応、メールの使い方等のデスクワークで求め
られるスキルの習得をサポートいたします。

また、手先を使った作業のカリキュラムやグループ
ワーク・グループディスカッション、ソーシャルス
キルトレーニングなど、コミュニケーション系のカ
リキュラムも実施し、働くうえで必要な対人スキル
に関しても習得できるよう支援いたします。

就職することがゴールではなく、就職後もご本人が
安心して就労できるよう、職場定着支援の体制も整
えております。

ホームページ
SNS等

問い合わせ先

電　話：095-801-1165
※訓練の一環として、毎週金曜の午前中は利用者の方が電話対応する場合がありますのでご了承ください
ＦＡＸ：095-801-1166
メール：nagasaki@welbe.co.jp
担当者：瀨戸　祐太

実施
事業

□　就労継続支援B型
□　就労継続支援A型

☑　就労移行支援

□　生活介護
□　相談支援事業所
□　グループホーム、ショートステイ

障害福祉サービス事業所紹介

対
象
者

☑　知的障害（18歳未満除く）

☑　精神障害（18歳未満除く）

☑　肢体不自由（18歳未満除く）

（地図）

JR長崎本線「長崎」駅（東口）　徒歩5分
長崎電気軌道「八千代町」駅　徒歩3分

県内全域（長崎市、諫早市、西海市、長与町、時津町在住の方 利用実績あり）

支援員6名、事務員1名

訓練等給付費に含まれないもの（交通費など）
（施設の写真）

https://www.welbe.co.jp/


